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要約 : 平成 ++年に �地方分権法� が施行され� 奨励的補助金の新設が中止された� その結果� 食料･農業･農
村基本法の最重要施策である｢中山間地域等直接支払｣制度に対して農林水産省は補助金が仕組めず� 交付金
で措置することになった� 交付金は補助金より国の主体性が弱く� 政策としては大きく後退し� 自治体への
依存が高まっている� 以上の問題意識から� 本論文は �地方分権法� と農村財政構造につて� 農政変容過程
における町村自治体単独事業の財源問題との関連に焦点を当て考察している� 具体的には� 第 +に� すでに
+兆円に達している自治省の農山漁村対策事業費の実態を解明している� 第 ,に� 国の施策の受皿となる自
治体� とくに� 農村地域に大部分が立地する町村の財政力構造を考察している� 第 -に財政力が脆弱な町村
自治体に対する財源対策への提言を行なっている�
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+� は じ め に
�地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関す

る法律� �以下� �地方分権法� と略す� が制定されたのは�
平成 ++年の第 +./国会である� ここに至るプロセスは長
く� 昭和 /0年の第 ,次臨時行政調査会� 同 /2年の第 +次
行政改革推進審議会�同 0,年の第 ,次行革審�平成 ,年の
第 -次行革審� 同 /年の行革審の最終答申を経て同 1年の
国会で� /年間の時限立法｢地方分権推進法｣が成立� 施行
された� この法案に基づいて平成 +*年に｢地方分権推進計
画｣が閣議決定され�その具体化を図るため�地方分権推進
関連の .1/の法律を一括改正して｢地方分権法｣が実現し
た�
この過程で� 平成 2年には国庫補助金の整理統合化を含
む地方分権推進委員会の �補助金･税財源検討グル�プ｣の
報告書が出され� 奨励的補助金について ��既存の奨励的
補助金は削減計画を策定する� �全ての奨励的補助金は終
期を設定する� �新規の奨励的補助金の設定は厳に抑制す
る�� との方針が示され� 平成 +*年の地方分権推進計画で
この方針が方策として閣議決定された� このことが農政に
大きなインパクトを及ぼすことになった� 近時点では� 自
治省 �平成 +-年 +月以降は� 省庁再編で �総務省�� の農
山漁村対策関連事業費がすでに年間 +兆円を超え� 農林水
産省予算の -分の +に相当する事業規模にまで膨らみ�
�自治省農政	 が第 ,の農政として実質的に動き出してい
る� 食料�農業�農村基本法 �以下� �新農業基本法� と略
す� の中で重要な位置を占める中山間地域等直接支払制度
の財源構成 ��農林水産省の交付金�
�自治省の交付税�

�地方公共団体の一般財源�� の複雑さは� �地方分権法� に

よる国庫補助金の削減�抑制方策によって加速されてい
る� これが典型的に示すように� 地方分権の推進は地方公
共団体� とくに農山漁村地域の市町村の財政負担をいっそ
う強いることになっている� しかし� これらの市町村の財
政力は全般的に脆弱で� 農山漁村地域の活性化を最も必要
としながらも� それを実行できる財源は弱体な状況にあ
る�
本論文では� すでに動き出している地方分権路線に基づ
く農政の実態を明らかにすると共に� �新農業基本法�によ
る各種施策の受皿となる地方公共団体のうち� 郡部に属す
る町村の財政力の構造に視点を当てて分析し� 地方分権路
線の下での農政の抱える問題点と新しい対応方策を提言し
たい�

,� 自治省 +兆円農政の実態と課題

+� +兆円の農山漁村関連施策事業のル�ツ
自治省が農山漁村関連対策と関わりを持つようになった
のは� 昭和 0-年度から平成元年度にかけて実施した｢ふる
さと創生｣事業からである� これは全市町村を対象に地方
交付税による +億円の事業費枠を交付するもので� その趣
旨は� ｢国土の均衡ある発展及び地方自治体の健全な発展
を図るには� 大都市から農山漁村に至るさまざまなレベル
の地域を� それぞれの機能� 役割に応じて整備し� ふるさ
ととして創生することが重要である� このためには� 地方
が知恵を出し�国が支援する｣ ���自ら考え自ら行う地域づ
くり�実施要領�自治省�昭和 0-年�というものであった�
約 ,万件に及ぶ事業が市町村から提案され� そのうち�
約 +,***件が農山漁村対策に直接関わる事業であった� こ
こで播かれた種は年膨らみを見せていたが� 自治省が農
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山漁村対策に本格的に乗り出したのは� 平成 /年度に創設
した｢森林･山村対策｣からであった� 以降� 同 0年に｢農山
漁村対策｣� 同 1年に｢農山漁村ふるさと事業｣� 同 +*年に
｢国土保全特別対策事業｣� 同 +,年に｢中山間地域等直接支
払｣と拡大していった� そして� 平成 ++年度には� 表 +の
ように総額が +兆円を超えるまでに至った�

,� 制度創設の背景
自治省が最初に取り組んだのが｢森林･山村対策｣である�
これらの地域には過疎対策事業が昭和 ./年度から施行さ
れてきたが�昭和 //年�平成 ,年の ,度にわたる法の延長
を経ても�事態は好転せず�人の流出に加えて森林の荒廃�
山村の崩壊が顕著になり� 当該自治体の存続さえ危ぶまれ
る事態に立ち至ってきた� 自治体側からも事態打開のため
の政策要望が寄せられた�
｢森林･山村対策｣創設の趣旨では� ｢現下の森林･山村を

取り巻く状況にかんがみ� 山村地域の振興を図るととも
に� 国土の保全や水源の涵養� 環境の保全� 森林の有する
多用な公益的機能の維持･増進を図る必要があるため� 財
政上の措置を講じることとしたので� 積極的な活用を図ら
れたい｣と通達している�
この年は� 一方では農林水産省も｢特定農山村地域にお

ける農林業等の活性化のための基盤整備促進法｣ �以下 �特
定農山村法� と略す� を制定し� いわゆる｢中山間地域｣対
策に乗り出した時でもある� 国政の目が� 荒廃が進む中山
間地域に向けられ� 地方公共団体の直接の窓口でもある自
治省が� 地方財政計画の財源をもって自治体の要望に応え
ることになったものである�
森林･山村計画が引き金となって� 農林水産省の施策を

自治省的手法で支援する土壌が醸成され� 平成 0年の｢農
山漁村対策｣は , �特定農山村法� の支援� 平成 1年の｢農山
漁村ふるさと事業｣は� ウルグアイ�ラウンド農業合意対

表 + 自治省の農村漁村関連等施策に係わる事業費 �単位 : 億円�
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策の後方支援措置として創設された�さらに�平成 +*年の
｢国土保全特別対策事業｣は� やや視点を異にし� 耕作放棄
が進行する中山間地域への直接カンフル剤として� 自治省
の主体的発意によって誕生した� 平成 +,年には｢中山間地
域等直接支払｣の項目を設け� 財源の ,分の +を地方交付
税措置としたのは� 農林水産省の強い要請によるものだ
が� これは �新農業基本法� を背景としたものである�

-� 事業の仕組み
農林水産省の事業との基本的な違いは� 補助金･交付金

等の形態は取らず� ハ�ド事業は｢起債�交付税｣� ソフト
事業は｢普通交付税｣となっていることである�
ハ�ド事業の基本型は� ｢地域総合整備事業債｣である�
この財源構成は� 表 ,のように地方債� 財源対策債� 一般
財源である� 交付税算入の算式は｢事業費補正｣ �元利償還
費算入方式��すなわち �各地方公共団体ごとの公共事業の
地方負担額及びその財源に充てられた地方債の元利償還金
等を基準財政需要額に割増算入するための補正� �	地方財
政小辞典
� とされ� 原則として� 事業費の 1/�が起債�
+/�が財源対策債� +*�が一般財源となっている�財源対
策債は� 地方財政法 �昭和 ,-年� 第 /条 �地方債の制限�
の適債事業として �地方交付税の地方債への適債事業の範
囲が拡大され� その元利償還金の全部� 又は一部が地方交
付税により措置される� 財源不足を補�するために増発さ
れる建設地方債をいう� �	地方財政小辞典
� というもの
で� 現状はその全額が後年度地方交付税で措置されてい
る� 平成 2年度までは当該年度の交付税措置であったが�
地方交付税の財源不足から暫定措置として財源対策債で賄
うことにしたものである� 事業費の中心となる起債分は財
政力指数区分に応じて下限 -*�� 上限 //�が基準財政需
要額に交付税が算入される� この事業の対象となる市町村
の財政力指数はほぼ *.0未満に属するので� 算入率は上限
の範囲内で適用される� 上限の //�を算式に当てはめる
と財政力指数は *.-.水準となる� この算式でいくと� 当該
市町村の実質負担は上限の場合で .-.1�となり� 一般の ,

分の +の補助事業よりやや有利になる仕組みである�
一方� ソフト事業は� 交付税措置となる� 交付税は普通

交付税と特別交付税とに分けられるが� ここに適用される
のは全て普通交付税である� 従って� 財政力指数が [+]以
上を除く全地方公共団体に� 事業の目的に応じた一定の算
式によって交付される�
例示すると� まず� ソフト部分では農山漁村ふるさと事
業は� ふるさとを守るのは｢人｣であるとの考えのもとに�
測定単位を｢第 +次産業就業者数｣及び｢第 +次産業就業者
比率｣とし� これに｢段階補正係数｣� すなわち �測定単位の
数値の補正の一種で� 数値の増減に応じて単位当たり費用
が割安又は割高となる事情を反映させるために適用される
補正 �地方交付税法第 +-条�� と｢経常態容補正係数｣� す
なわち �地方公共団体は� 社会的� 経済的� 制度的な違い�
公共投資の整備状況によって差が生じる� これを態容とい
う �	地方財政小辞典
�� 態容に応じて割高� 割安になるも
のについて行う補正 �地方財政法第 +-条�� とによって補
正する�市町村にあっては�単位費用は 2,.0*円である�交
付対象団体は� 大都市圏に所在し� 第 +次産業就業者数及
び同就業者比率が極めて低い市町村を除く全ての市町村で
ある� また� 地方交付税算入額の規模は� 総額 /**億円で�
+団体当たり /**万円�,,/**万円である�都道府県にあっ
ては� 単位費用は +,*2*円であり� 全都道府県を対象とし�
総額 /*億円� +団体当たり 2,***万円�+億 /,***万円で
ある�
次に� 国土保全対策事業は� 市町村において� 測定単位
は �面積� で総額 //*億円である� 当該市町村の面積に占
める田� 畑� 森林の各面積の比率の対全国比に応じて� 割
り増しまたは割り落としが行なわれる� 単位費用は ,,.0,

円であり�標準団体で ,,32*万円�上限 ,億円�下限は数百
万円である� 都道府県にあっては� 測定単位は �農家数�
で総額 /*億円である� 農業行政費及び林野行政費におい
て単位費用に算入し� 標準団体で .,2**万円である�
農山漁村関連対策事業のハ�ド部分は� 地域総合整備事
業を軸として地方単独事業に組み込まれており� 地方分権
下の諸事業の土台として地方単独事業は今後益�拡大化し
ていくことになる� +兆円規模にまで拡充されている自治
省の農山漁村対策事業は� 事業の主体性からみて自治省に
属するものと農林水産省に属するものとに大別される� 前

表 , 自治省によるハ�ド事業に対する事業費補正 �元利償還費算入方式�
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者は� �森林�山村対策 ,�農山漁村対策� �国土保全対
策� 後者は� �農山漁村ふるさと事業� �中山間地域等直
接支払い事業である� これらはいずれも地方公共団体に
とってきわめて有効な事業財源となっている� �ふるさと
創生事業� が拡大して引き継がれている �ふるさと事業�
�ソフト事業 +,/**億円� ハ�ド事業 +兆 /,***億円規模
等�と共に�地方単独事業の中核をなすまでに至っている�
しかし� これらの事業にも基本的な改善が求められてい
る� それは� 事業の財源構成の主力部分を占める �地域総
合整備事業債� に関わるもので� 交付税の算入率が財政力
の脆弱な財政力指数である *.-未満の市町村を救済するま
でに働いていない点である� 現行の仕組みは� 表 ,の注の
ように� 財政力指数区分に応じて� 同指数が *.0未満には
上限の //�� 指数 *.3/以上が下限の -*�となっている�
上に薄く� 下に厚く� という内容になっているが� 問題は
上限が //�で打切りになっている点である� ここで取り
上げる問題点は� 後ほど �-� 地方単独事業の展開� で論及
する点とも関連している�
農山漁村地域の活性化をもっとも必要としている地域の
財政力指数は� �/� 農村地域における町村の財政力構造�
で明らかにしているように� その /.�が *.-未満となって
おり� この地域が活性化の実効を上げるには少なくとも数
+*億円の事業資金を必要とするが�実際は -億円前後の事
業規模が限界となっている� この規模を超えるには� 第 +

に交付税の算入率を限りなく +**�に近づけること� 第 ,

に起債制限比率を撤廃することである� こうした改正を行
なうためには� 法律による特例措置を必要とすると同時
に� 財源の補�措置が伴わなければ成立しない� そして�
この財源が究極の課題になるが� その対策には ,つの方策
が考えられる� +つは� 地方分権法制定時に積み残された
財源対策を実行することである� ,つは� 地方分権が税�
財源対策の基本ベ�スとして打ち出した国庫補助金の削減
財源を� 地方公共団体の一般財源に充当することである�

-� 地方単独事業の展開
+� 中核は地域総合整備事業債
地方単独事業は� ｢地方公共団体が行政需要を満たすた

め� 国から補助を受けることなく独自の経費で任意に実施
する事業をさす｣ �	地方財政小事典
� とされている� 制度
としてスタ�トしたのではなく� 地方公共団体が住民の
ニ�ズに応えるための財政運営上� 実質的に発生したもの
で�歴史は明治時代に�る�その原資となったのが｢地方債
｣である� 災害等の非常時対応としての公債募集に始まり�
政府がその預金部資金を地方資金に融資したのが明治 -3

年である� そして同 .-年に地方債の引受によって� 直接�
地方公共団体に対して融資を行う道が開かれた� 戦後は地
方自治法� 地方財政法によって体系化され� 起債の規制を
原則としながらも� 地方財政運営の一定部分を占める財源
としての機能を果たすに至っている�
地方単独事業は� 地方債と表裏一体の関係にあり� 国庫
補助事業との対比で独立性を帯びてきたのは� 戦後� 大蔵
省の資金運用部資金の量的拡大と歩みを同じにしている�

そして� 地方単独事業が｢制度｣としての性格を備えてきた
のは� 昭和 /-年に創設された｢地域総合整備事業｣からで
ある�

,� 地域総合整備事業債の創設
昭和 /-年に創設された地域総合整備事業は� 昭和 /,年
に策定された｢第三次全国総合開発計画｣に出発点があっ
た� 同計画は国土総合開発計画法 �昭和 ,/年� に基づくも
ので� 第一次の｢全国総合開発計画｣ �昭和 -1年･拠点開発
構想��第二次の｢全国総合開発計画｣ �昭和 ..年･大規模プ
ロジェクト構想� に次ぐもので� 定住構想が中核に据えら
れていた� 大都市への産業と人口の集中を抑制する一方で
地方を振興し� 過密･過疎に対処して新しい生活圏を確立
することにあった� その実現のために地域総合整備事業債
が創設されたのである� その目的で｢自主的･主体的な地域
の総合整備事業を支援する｣とした� 地方自治体が基本的
機能とした｢相当程度の自主立法権�自主行政権�自主財政
権｣ �昭和 -2年 -月 ,1日最高裁判例� に基づく行政運用
を� 地域に根ざした定住構想の下で着実に遂行することを
目指したものである�
地域総合整備事業債は� 地方公共団体に地方債で事業財
源を確保させ� その元利償還に当たって� 当該地方公共団
体の財政力指数区分に応じて� 地方交付税を基準財政需要
額に算入する措置を講じるものである �表 ,参照��事業取
り組みへの入り口を入りやすくし� 同時に地方交付税を事
業費に組み込むという画期的な制度となった�

-� 地域総合整備事業債の対象事業等
対象事業は� +2項目から成り� 農業･農村に関わるもの
では� ふるさとづくり� 地域活力創出� 国土保全対策� 若
者定住促進� 農山漁村対策� 森林･山村対策� 特定農山村地
域整備�合併町村まちづくり�地域文化財･歴史的遺産活用
地域おこし等がある� また� 対象としないのは� 庁舎等公
用施設整備� 収益性の整備事業等である�
事業債の充当率は�一般分 1/��特別分 3*�をベ�スに
し� 事務費については全体事業費の ,.1/�算入する� 許可
予定額の決定時期は� .月と +*月下旬である�

.� 地方単独事業の課題
地方単独事業の骨格をなす �地方債� に関する課題の +

つである地方交付税の算入率については� 前述したので�
ここでは国庫補助金と地方単独事業の対策とを組み合わせ
た財源体系の構築を指摘したい� 具体的には� 農林水産省
の補助事業である農山漁村活性化事業について� 農林水産
省事業分と地方単独事業分とに事業の内容をすみ分けし
て� 事業を構築するという方策である� 従来の制度では基
本的にはこうした合体方式は省庁間の縦割り行政の壁に�
られて実行は不可能であったが� 中山間地域等直接払いに
適用された地方交付税財源措置によって� 長年の制度が大
きく崩れてきた� 少なくとも崩れるきっかけになったこと
は事実である� 覆水盆に返らず� とのたとえと同じく� 行
政が制度にいったん変更を加えた場合� それは先に進むこ
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とを意味する�この轍に従えば�過去の枠にとらわれずに�
両事業の合体化こそが地方分権時代の財政運用の基本とな
ると考える�

.� 地方分権と農政の接点
平成 +*年 /月 ,3日の閣議で決定された｢地方分権推進

計画｣で国庫補助負担金の整理合理化の方策 �第 .の ,� が
明示された� その中で｢新規の国庫補助の設定は厳に抑制
する� 行政需要の変化等に即応して真にやむを得ず新設す
る場合には� 件数� 金額の両面において� スクラップ･アン
ド･ビルド原則を徹底する｣とした� この方策は当然のこと
全省庁に適用されるが� これを契機に農林水産省にも｢上
位法｣として重くのしかかり� �新農業基本法� に基づく新
規最重点施策である｢中山間地域直接支払い｣の予算が補助
事業として仕組めず� 総額の ,分の +相当を期限付き性格
の濃い｢交付金｣とし� 残りは自治省所管の地方交付税と地
方公共団体の財源で賄うという構成に変更を余儀なくさせ
られた� この財源構成は農政史上初めての経験である�
こうした財源構成は� 農政の将来方向を示唆する� 前述
した自治省農政は +兆円規模に膨らんでおり� 農林水産省
農政と自治省農政とのドッキングの度合いは一段と濃さを
増していくことになろう�
しかし� この路線は� 農政の受け皿となる地方自治体の
財政負担を強いることになり� 財政力が脆弱な農村地域の
町村にとっては� �新農業基本法�によって策定された数多
くの農村整備対策が� 画�の運命を�る危険性をはらんで
いる�
中山間地域での直接支払いは� WTOで認められた緑の
政策である� その意味するところは� 条件不利地域での農
地管理者に対する補償と共に環境対策としての位置付けに
ある� 我が国内にあっては� 直接支払いに係わる農林水産
省と自治省の見解がその目的を明確に表している� 共に�
｢耕作放棄地発生の防止｣ �農林水産省の中山間地域等直接
支払制度骨子� 自治省の財政局調整室長通達� が基本理念
に掲げられており� 事業の性格からすれば� 国家的な永続
性の極めて強い政策である� 地方分権推進計画の補助金の
整理合理化の方策でも｢国策に伴う国家補償的性格を有す
る｣ものは対象から除くとしている�
ところが� 現実の予算の組み立てに当たっては� 奨励的
補助金事業� すなわち �特定の行政目的にかなう施策を推
進� 奨励するための補助金� 農業経営の構造改善等を図る
ための各種農業関係補助金がこの例 �大蔵省監修� �予算用
語の手引き��� とされ� 新規補助金の抑制対象事業に組み
込まれ�予算分類の｢補助金｣から外されたのである�なぜ�
このような事態になったのか� 結論的にいえば� 第 +の理
由は� 検討過程では� ｢直接所得補償｣では恒久的制度に定
着することから �当面の措置� として対処できる �直接支
払い� に変更するなど確固たる理念の構築がないまま場当
たり的に走り出したこと� 第 ,は� 農林水産省予算の枠内
での財源捻出に行き詰まり� 事業の性格を奨励的補助金に
歪曲した上で地方分権を絡ませ� ｢国と地方公共団体との
密接な連携｣ �中山間地域等直接支払制度骨子の基本的考

え方� として共同事業に持ち込んだことである�
事業費の半額負担を持ちかけられた自治省側は� すでに
｢+兆円農政｣を展開していることもあり�これを｢地方単独
事業｣ �前出� 通達� として素早く位置付け� 事業の主導権
をも握ってしまったといえる� これは自治省農政肥大化へ
の第一歩として今後の動向を注視する必要がある�

/� 農村地域における町村の財政力構造
+� 地方分権と農村地域振興の矛盾
地方分権は� 農政との関わりを深めながら確実に歩み出
している� 平成 +*年 /月の地方分権推進計画では農村地
域整備開発促進費補助金などの 2項目を廃止� 平成 +*年
++月の第 ,次地方分権推進計画では｢非公共事業費の在り
方の見直し｣の節の｢農業構造改善事業等に関する国庫補助
負担金の見直し｣の項で� ��食料･農業･農村基本問題調査
会答申� も踏まえつつ� 国と地方の役割分担を明確にする
など地方分権を推進する方向での検討を行う�と� �新農業
基本法� にも踏み込む姿勢を明言した� そして� +,年度か
ら実施された �新農業基本法� 最大の施策である中山間地
域等直接支払制度の補助金は認められず� 時限的な交付金
で処理せざるを得ないところに追い込まれた� しかも� 事
業費の半分以上を自治省の地方交付税と地方公共団体の負
担に依存するという構図に変質させられてしまったのであ
る�
こうした地方分権路線をベ	スに農政の将来展望を描く
と� 新規事業の抑止･禁止と既存事業の圧縮という ,つの
レ	ルが敷かれたことになる�その結果�出現する事態は�
地方公共団体への財源依存度が一段と強まることである�
一般的には農政は� 国と農業者が直結する所得支援対

策� 間接支援の流通対策� 地方公共団体が主たる事業主体
となる公共� 非公共事業等に分類されるが� �新農業基本
法� の施策で大きくクロ	ズアップしてくるのが非公共の
農村対策である�
農林水産省が �新農業基本法�を背景に初めて描いた｢農
村の総合的振興施策｣ �平成 +,年 /月�の農村像は� ��安
心でゆとりある生活が出来る� �都市にない魅力的資源が
ある� �人･物･情報の往き来が活発� �人
が活き活きと
暮らし� 学べる� �地域の魅力を活かした職場がある� と
いうものである�
農村地域が抱える今日的課題は� 第一義的に当該地域に
生まれ住む若者が喜んで定住するかどうかである� 農林水
産省が明らかにした農村像は現状の裏返しである� 活き活
きとした農村を構築するには� 掲げた農村像を総合的に実
現して初めて可能になる� それも短期間にである� それに
は� どれほどの財源を必要とするのか� そして� 地方公共
団体� とりわけ� 農村地域に大宗が所在する町村がそれら
の事業を受け入れる財政力を備えているのかどうか� 地方
分権が理想として目指すユ	トピアと現実とが�み合って
いくのかどうか�
町村を対象に次の課題となる財政力の実態を分析する�
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,� 町村財政力指数区分の分布状況
町村を対象とした理由は� 財政力指数の平均が� 市の

*.1,に対し町村は *.-.と ,倍の開きがあることによる� た
だ� 市といえども人口要因の基本とする /万人 �地方自治
法第 2条�に満たない市が 01*市のうち -,�に当たる ,,+

市もあり� 財政力指数でも町村の平均を下回るのが -*余
り存在する� 町村合併を促す特例とした人口要因を -万人
あるいは .万人と恣意的に操作した結果である�
まず� 平成 +*年度の実像は� 表 -のように *.-未満層に

/.�が集中していることである� 平均が *.-.であること
からすれば想定された数値であるが� それにしても異常さ
を禁じえない� 特に *.,未満層が -割を占める構造は特異
である� そして� これらの地域こそが農林水産省が描いた
｢農村地域｣なのである� 水田面積を ,,*** ha以上擁する町
村は全国に +/*存在するが� そこでの平均財政力指数は
*.,2である� その一方で *..以上層は右肩下がりではある
が各指数区分に分布しており�しかも� +.*以上層は数を伸
ばしている�
この分析は別稿で詳述するが� 指数が高まるほど脱農

業･農村が進んでいて� +.*以上層は電源立地� 大規模工場
立地によるものが主になっている� 上層と下層の財政力構
造は明らかに異なっており� 農村地域の財政力が極めて脆
弱であることを示している�
次に� 昭和 ./年度から平成 +*年度までの動態を見ると

/年ごとの節目では上下の変化を見せるが�昭和 ./年度対
平成 +*年度では� *.+未満層は倍増� *.+�*.,層は微増�
*.,�*..層は減少� *..以上層は増加という構図になってい
る� 地方交付税を中心とした地方財政措置が制度化されて
半世紀を経たが� *.,未満層が増加している事実� *.,�*.-

が平成 ,年度以降横�いで推移している事実は� 地方財政
措置の在り方にも基本的な問題を投げ掛けている�
財政力指数区分にみる特徴は� �指数が *.-未満は農山
漁村地域としての要素が濃い地域� � *.-�*.0層は農村工

業導入の実績を有す �農工併進� 地域� � *.0�*.2層は都
市近郊における都市化が進展している地域� � *.2�+.*層
は生産緑地を残す程度に都市化が進んでいる地域� � +.*

超層は電源や大工場が立地している地域という構造になっ
ている� 財政力が増強するメカニズムは� 脱農業�農村で
ある� 財政力の強弱を表す指標は� 住民税 �個人�法人�
と固定資産税の多寡による� 当然の帰結として� 農山漁村
地域の財政は脆弱な構造になっている�

0� 財源充当の方策
地方 0団体 �知事会� 市長会� 町村長会� 各議長会� が
平成 3年 ,月 ,*日� 地方分権推進委員会 �国庫補助負担
金�税財源に関する中間とりまとめ� についての見解を提
示した� 具体的には� �+� �国と地方の歳出及び租税収入�
について �国�地方の歳出純計に占める国と地方の割合
は�おおむね + : ,であるのに対し�租税総額に占める国税
と地方税の割合は逆にほぼ , : +となっており� この乖離
の存在により住民の受益と負担の不一致が生じ� 住民の自
治意識の涵養の大きな障害になっている� とし� �,� �地方
税財源の充実�の項では� �地方公共団体の財政力較差が大
きいことを勘案し� 地方税に合わせて地方交付税を充実す
る� また� 国庫補助負担金を整理合理化し� これにより生
み出された財源を地方に地方税及び地方交付税により措置
する� との見解を明確にしている�
地方公共団体の財源充当についての基本的な考え方は�
国･地方を問わず共通している� 国庫補助負担金等の削減
による原資を地方公共団体の一般財源化することは� 地方
分権推進路線の基本でもある� 昭和 ,2年度に制度化され
て以降� 地方財政対策の唯一の制度として運用されてきた
地方交付税を軸とした地方財政制度は� 結果的に� 総資本
の論理そのものであり� 農山漁村地域を取り残す階層分解
をもたらした� この軌道修正は緊急を要する政治課題であ
り� 地方 0団体の見解をベ�スにした対策の早期実現が望

表 - 町村財政力指数区分による年度別町村数とその割合の推移
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まれる�

1� む す び

地方分権路線の下での農政はすでに動き出している�
�食料�農業�農村基本法� に基づく中山間地域等直接支
払いがその代表的な例である� 総額 1**億円の財源構成
は� 農林水産省所管の交付金 --*億円�自治省所管の地方
交付税 --*億円 �うち特別交付税 +,*億円� �地方公共団
体負担 .*億円となっている� この施策は �新農業基本法�
の政策であるにも拘らず｢補助金｣として仕組めなかった�
理由は� 地方分権法路線による｢新規奨励的補助金の中止｣
条項が立ちはだかったからである�
国費を交付する補助費等には� 補助金� 負担金� 交付金�
補給金� 委託費 �補助金総覧� に分けられるが� 補助金と
交付金の基本的な違いは� 施策を実行する事業主体が国か
国関連機関又は地方公共団体等のいずれに所在するかの判
断による� 農林水産省関係では補助金 --1件に対して交付
金は +.件 �いずれも平成 ++年度決算� である� 交付金の
交付先は� 都道府県 1件� 市町村 +件� 基金 +件� 事業団
-件� 生産者団体等 ,件である� 主なものは� �農業委員
会交付金� �農業者離農給付費交付金� �水田営農推進交
付金等である� 地方分権法が問題とした補助金� それも事
業にからむ奨励的補助金を削減の対象としたものは� 補助
費の中で補助金が圧倒的に多く� しかも国が絶対権限を持
つ中央集権構造になっていることによる�
中山間地域等直接支払いが｢補助金｣ではなく� 地方公共
団体に対する｢交付金｣による助成になり� 当該地方公共団
体に対する｢交付税｣の交付� 更に� 地方公共団体が費用の
一部を負担するという構図になった背景は� 地方分権路線
が強力に働いたからに他ならない� この結果� 中山間地域
等直接支払制度は� 地方公共団体が主体となって行う｢地
方単独事業｣としての性格を付与されたことになる�
地方単独事業は� 地方公共団体が自主的･主体的に事業

を仕組み� 実行でき� また� 費用負担は� 地方交付税算入
措置によって補助金を受けた場合より有利になる� このた
め� 地方単独事業は� 昭和 /*年代後半から伸びはじめ� 昭

和 0*年には普通建設事業における補助金と単独事業の比
率は逆転し� 近時点では単独事業と補助金とは 0 : .の関
係になっている�農林水産関係事業の町村段階では�まだ�
0 : .で補助金が先行しているが� その差は徐�に縮まりつ
つある�
町村財政力構造の分析でも明らかなように� 財源が伴わ
ない地方分権は成り立たない� 地方分権とリンクされた農
政も成り立たない�
施策の実行母体が地方公共団体に移ることによって� 財
源対策は緊急を要するが� その財源手当てをどうするかに
ついての具体的方策については� 前述した�
財政力に応じた交付税の算入措置については� 地方分権
推進委員会の補助金� 税財源等検討グル	プでの知事会�
市長会� 町村会の代表意見にも取り上げられている�
これらが実現すれば� 財政力が脆弱な市町村も蘇る契機
を�むことができよう� それに必要な財源は基本的には｢
税財源の再配分と削減した補助金の地方一般財源への振替
｣ �平成 3年 ,月･税財源検討グル	プでの地方公共団体の
発言� に集約される�
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A Study on the Decentralization of Power

and the Rural Finance

Structure : In Relation to the Finance Problem

of the Independent Project by the Government

of Towns and Villages in Changing Stage

of Agricultural Policy
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Summary : Firstly, the aim of analysis is to clarify the actual condition of the finance for development

project in the rural, mountainous and fishery areas, on which is expended a trillion Yen per year

through the Ministry of Home A#airs. Secondly, the aim is to clarify the finance ability of the local

government, mainly the government of towns and villages which applies the policy of the central

government. Lastly, the aim is to propose a new vision for the finance policy of government of towns

and villages in which the financial ability is very weak. In +333, the government introduced the law of

decentralization of power, and encouraged subsidies to be stopped. For that reason, the Ministry of

Agriculture, Forestry and Fishery is obliged to introduce not subsidies, but local allocation taxes

which were used as a direct payment system for farmers in the less favorable rural-mountainous area,

a most important policy in the Food, Agricultural and Rural Basic Law.

Key Words : decentralization of power, rural finance structure, financial ability of the local govern-

ment, the Food, Agricultural and Rural Basic Law
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